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剣道指導者講習会(中央講習伝達を含む。)東部地区実施要項 

 

１ 開催日時 

  令和５年５月２１日（日） 

受付 ９時３０分～９時５０分 開講式１０時００分 

終了 １６時００分(予定) 

 

２ 開催場所 

  下松市民体育館 

  〒744-0018 下松市西柳１－１－１ ☏0833-41-2832 

 

３ 主 催 

  一般財団法人 山口県剣道連盟、下松市剣道連盟 

 

４ 講 師 

剣道中央講習会受講者 

剣道教士八段 稲 田  豊 先生 

 

５ 受講対象者 山口県内剣道連盟地区会員（段位制限なし） 

 

６ 講習内容(別紙１ 「剣道指導者講習会(中央講習伝達)日程表」のとおり) 

 ⑴ 剣道中央講習会伝達 

 ⑵ 日本剣道形、木刀による剣道基本技稽古法、審判法等の講義・実技 

 ⑶ 剣道稽古会 

※全剣連の剣道中央講習会が４月１日・２日の開催であり、同講習会の内容等

により講習内容を変更することがあります。 

 

７ 受講料   ２，０００円 

 

８ 受講申込み 

  各地区剣道連盟において、受講者をとりまとめ、５月１２日（金）までに「別

紙２ 剣道指導者講習会（東部）参加申込書」を山口県剣道連盟事務局に送付（Ｆ

ＡＸ、郵送、メール可）して下さい。 

※ 講習会の受講は、「称号審査を受審する場合の要件、公認審判員の資格を保有

する場合の条件、段級位審査員の選考基準」となりますので、是非受講して下

さい。 

中・高体連の大会、地区剣連の大会で審判を務められる会員の方、地区で少

年に対する剣道指導をされている会員の方は是非受講して下さい。 

 

９ 携行品 

  剣道具、木刀（大・小） 

剣道試合・審判規則、・細則(H31.4.1全剣連発行） 

 剣道試合・審判・運営要領の手引き(H19.3.14全剣連発行） 

剣道講習会資料(H29.4.1全剣連発行) 
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 筆記具 

 

10 安全対策 

⑴ 新型コロナウイルス対策 

① 面を着装する場合の面マスクの着用は個人の判断とするが、面マスクを着

用しない場合は、口の部分を覆うシールドの着用をお願いする。 

口の部分を覆うシールドのみを着装とする場合は、シールドの下部の隙間

をスポンジ状の物等により塞ぐなど隙間防止の対策に努めること。 

※個人の判断で、両方の着用（着装）も差し支えなし。 

② 面を着装しない場合のマスク着用は個人の判断とするが、感染防止の面か

らは、マスクの着用に配意すること。 

③ 発熱等の体調異常で感染の恐れがある場合や新型コロナウイルス感染者と

の濃厚接触（接触後５日間）は参加を見合わせること。 

  ④ 新型コロナウイルス感染症が収束したわけではないので、「三密の回避」

「手指の消毒」等により感染防止に努めること。 

 ⑵ 一般的安全対策 

参加者は、各自十分健康管理に留意してください。 

講習会において傷害等が発生した場合は、主催者において応急措置を講じ、

病院等で治療を受けられるよう手配する。この場合の治療費は個人負担とする。 

なお、主催者は参加者に対し傷害保険に加入（会場への往復途上は含まない。）

する。※入院：日額５，０００円 通院：日額３，０００円 

⑶ 参加者は健康保険証を持参すること。 

                  

11 個人保護法への対応 

申込書に記載されている個人情報は、本講習会の運営及び当剣道連盟ホームペ

ージへの掲載等のために利用します。  

 

12 ビデオ撮影等について 

   本講習会における写真・動画の撮影及び音声の録音(以下「ビデオ撮影等」とい

う。)並びに撮影した映像及び録音した音声(以下「撮影映像等」という。)の取り

扱いについては次のとおりとする。 

  ⑴ 会場において、以下の条項に従って個人利用の目的でビデオ撮影等を行うこ

とは差支えないが、営利目的又は不特定多数のものに公開若しくは頒布する目

的で、これを行うことは禁止する。ただし、県剣連から許諾を得て行う場合は

この限りでない。 

  ⑵ 会場におけるビデオ撮影等は、これを禁止されていない場所で、講習会の運

営を妨げないような機材、方法によることとし、他人に迷惑を及ぼさないよう

配慮すること。 

  ⑶ 会場における撮影映像等及びこれらのデータについては、有償、無償に関わ

らずこれを不特定多数のものに配付したり、インターネット上やその他の方法

でこれを公開して拡散したりしないこと。ただし、県剣連から許諾を受けて行

う場合はこの限りではない。 

 

13 その他 

 ⑴ 昼食は、各人で準備をお願いいたします。 
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 ⑵ 講習会修了者には、受講証明書を発行するほか、山口県剣道連盟講習会受講

者名簿に登録します。（受講証明書を必ず持参して下さい。） 

 ⑶ 事前に日程調整がつかず、当日、急遽参加する場合は、受付においてその旨

を申し出て下さい。 

 ⑷ 剣道試合・審判規則、同細則（H31.4．1全剣連発行 400円）、剣道試合・審

判・運営要領の手引き（200円）、剣道講習会資料（H29.4.1全剣連発行 500円）

が必要な場合は、受講申込みに併せて申し込んで下さい。 

 ⑸ 受講料、資料代は、受講申込みと同時に郵便振替にて送付して下さい。 

 

 

 郵便振替 

  加入者名 （一財）山口県剣道連盟 

  口座番号 ０１５５０－３－３８２０  


